
後
漢
の
三
公
に
み
ら
れ
る
起
家
と
出
自
に
つ
い
て

』主

め

じ

あ
る
時
期
の
政
治
鎧
制
が
レ
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
検
討
す
る
場
合
に
、
先
ず
そ
の
政
治
が
ど
の
よ
う
お
官
僚
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、

そ
の
た
め
に
は

同
時
に
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
登
用
法
に
よ
っ
て
官
僚
に
な
っ
た
か

を
考
え
る
こ
と
も
、

ま
た
必
須
の
後
件
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
で
は
、
従
来
の
世
襲
的
あ
る
い
は
特
権
的

な
官
吏
登
用
法
に
加
え
て
、
新
し
く
庶
民
の
中
か
ら
有
能
な
人
材
を

選
事
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
賢
良
方

正

博
士
弟
子
、

孝
廉
、
茂
才
な
ど
と
い
っ
た
科
目
が
そ
れ
で
あ
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る
。
中
で
も
、
前
漢
武
帝
の
時
に
制
定
さ
れ
た
孝
康
の
科
目
は
、
後

漢
に
入
る
と
し
だ
い
に
法
制
化
さ
れ
、
後
漢
一
代
を
通
じ
て
、
官
吏

永

英

正

田

の
登
用
は
あ
た
か
も
孝
康
の
選
準
が
す
べ
て
で
あ
る
か
の
如
き
観
を

①
 

呈
す
る
程
の
盛
行
を
み
る
に
至
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
後
漢
時
代
に
三
公
に
就
任
し
た
人
物
に
つ
い

て
、
先
ず
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
官
吏
登
用
法
を
う
け
た
か
と
い
う
起

- 53ー

家
の
方
法
と
、

ま
た
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
階
層
の
出
身
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
分
析
し
検
討
す
る
と
と
も
に
、

以
上
の
よ
う
に
後
漢

時
代
に
入
り
と
く
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
孝
康
の
選
奉
が
、
後
漢
の
官

僚
制
の
中
で
、
い
か
な
る
役
割
を
は
た
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
、

躍
の
見
通
し
を
た
て
ん
と
し
て
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
三
公

を
と
り
あ
げ
た
理
由
は
、
三
公
が
嘗
時
の
官
僚
の
到
達
し
う
る
最
高

そ
れ
ら
の
人
物
の
中
に
見
出
さ
れ
る
官
吏
登
用
の
方

の
官
で
あ
り
、

法
と
か
、
ま
た
官
位
昇
進
の
過
程
と
い
う
も
の
は
、
嘗
時
の
官
僚
の

た
ど
る
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
1
~
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

ま
た
官
吏
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登
用
の
方
法
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
出
自
を
検
討
す
る
場
合
に

』土

あ
る
程
度
詳
細
な
経
歴
を
知
り
う
る
材
料
が
残
さ
れ
て
い
る

」
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
粘
か
ら
す
る
と
、

三
公
に
就
任
し
た
人

物
は
、
全
一位
か
ら
み
て
本
停
の
あ
る
も
の
が
比
較
的
多
い
と
い
う
、

以
上
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
官
吏
登

用
法
と
い
っ
た
制
度
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
、

首
時
の
政
治
と
密
接

に
関
係
す
る
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

ぃ
。
し
か
し

こ
の
際
は
繁
雑
を
避
け
る
た
め
に
、

一
腰
政
治
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
後
日
に
ゆ
ず
り
、

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
観

黙
か
ら
し
て
専
ら
制
度
的
な
面
を
中
心
に
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
な
お
史
料
は
原
則
と
し
て
活
時
の
後
漢
書
に
よ
る
が
、

部
、
李
賢
の
注
と
か
王
先
謙
の
集
解
、

あ
る
い
は
隷
棒
、
隷
績
な
ど

に
よ
っ
て
補
っ
た
場
合
も
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
執
筆
に
嘗
っ
て

は
、
と
く
に
江
幡
興
一
郎
氏
の
「
西
漢
の
官
僚
階
級
」
(
東
洋
史
研
究

一一

l
五
・
六
、

一
九
五
ニ
)

お
よ
び
玉
井
直
弘
氏
の

「
後
漢
時
代
の

官
吏
登
用
制
「
昨
召
」

(
歴
史
事
研
究
一
七
八
、

に
つ
レ
て
」

一
九
五

四
)
に
多
く
の
示
唆
を
え
た
。

文
中
に
い
ち
い
ち
こ
と
わ
っ
て
レ
な

い
場
合
も
あ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

公
に
み
ら
れ
る
官
吏
登
用
法

後
漢
時
代
、
太
尉
、
司
徒
、
司
空
の
三
官
を
と
く
に
三
公
と
稽
し

た
。
三
公
は

一
切
の
政
務
を
組
理
す
る
最
高
の
官
で
、
後
世
の
宰
相

③
 

に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
。
建
武
元
年
す
な
わ
ち
光
武
帝
即
位
の
年

る
ま
で
の
凡
そ
一
八
四
年
間
に
、

か
ら
、
曹
操
に
よ
っ
て
三
公
の
守
口
が
贋
止
さ
れ
る
建
安
一
三
年
に
至

延
べ
二
二

一
人
を
数
え
る
。

一就
名任
でし
あて
る@い
》る

場
i込
口

も
あ
り

こ
の
三
公
の
位
に
つ
い
た
も
の
は

し
か
し
、
こ
の
中
に
は
同
一
人
で
数
回

そ
れ
を
除
く
と
寅
際
に
は
総
員
一
五

と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
ま
就
任
の
時
期
に
し
た
が
っ
て
姓
名
を
列
奉
す
る

)
内
の
地
名
は
出
身
地
を
、
数
字
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は
後
漢
書
列
俸
の
巻
数
を
し
め
す
。

光
武
帝
期

臭
漢
(
南
陽

八
'-../ 

王
梁
(
漁
陽

一
一
一)

伏
湛
〈
破
邪

一
六
)

李
通
(
南
陽

五
)

資
融

(
右
扶
風

戴
渉
(
清
河
)

〆戸、

部
局
(
南
陽

宋
弘
(
京
兆

侯
窃
(
河
南

韓
散
(
南
陽
)

一-
'-./ 

欧
陽
激
(
繁
安

察
茂
(
河
内

六
)

一
六
)

一
六
)

六
九
上
)

一
六
)



朱
浮
(
浦

玉
況
(
京
兆
)

趣
意
(
南
陽

鴻
紡
(
南
陽

明
帝
期

虞
延
(
陳
留

沼
運
(
浦
)

牟
融
(
北
海

王
敏
(
西
河
)

章
帝
期

第
五
倫
(
京
兆

郵
彪
(
南
陽

宋
由
(
京
兆
)

任
陣
(
南
陽

和
帝
期

丁
鴻
(
頴
川

劉
方
(
卒
原
)

3∞ 

張
奮
(
京
兆

韓
稜
(
頴
川

一一一二〉一
六
)

二
一
二
)¥、ノ

一
六
)

一
一、、J

三
四
〉

一
一
〉

二
七
)

二
五
〉

三
五
〉

杜
林
(
右
扶
風

張
純
(
京
兆

鴻
勤
(
親

李
新
(
東
莱
)

郭
丹
(
南
陽

伏
恭
(
浪
邪

邪
穆
(
南
陽
〉

飽
呈
(
上
薬

桓
虞
(
左
鴻
捌
)

鄭
弘
(
曾
稽

衰
安
(
汝
南

弔
ア
睦
(
河
南
)

張
輔
(
汝
南

日
蓋
(
河
南
〉

集
堪
(
泰
山
〉

一
七
〉

張
百
円
(
趨

二
五
)

徐
防
(
浦

一
六
〉

安
帝
期

梁
鮪
(
河
九
〉

周
章
(
南
陽

七
、J

夏
勤
(
九
江
)

六
九
下
)

劉
憧
(
彰
城

馬
英
(
泰
山
〉

九
'-J 

李
部
(
漢
中

楊
震
(
弘
農

劉
憲
(
東
莱
)

一一一ニ)

順
帝
期

三
五
)

陶
敦
(
河
南
)

朱
侵
(
九
江
)

劉
光
(
柿
)

鹿
参
(
河
南

三
五
)

劉
崎
(
弘
農
〉

施
延
(
浦
)

王
卓
(
河
東
〉

三
四
)

三
四
)

一一一ニ)

二
九
)

七
二
上
)

四
四
)

四

」ノ

魯
恭
(
右
扶
風

陳
寵
(
浦

弔
ア
勤
(
南
陽
〉

張
敏
(
河
開

李
僑
(
頴
川
)

司
馬
萄
(
山
陽
)

哀
倣
(
汝
南

陳
褒
(
虚
江
)

劉
授
(
彰
城
)

鳴
石
(
南
陽
)

朱
寵
(
京
兆
〉

張
暗
(
健
篤

許
敬
(
汝
南
)

王
襲
(
山
陽

孔
扶
(
魯
)

責
向
(
南
郡
)

郭
度
(
左
官
明
朗
〉

一
五
)

六〉四
¥ノ

三
五
〉
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四
六
)

四
六
)
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劉
議
(
長
沙
)
.

越
戒
(
窃
)

胡
贋
(
南
郡

橿
帝
期

李
固
(
漢
中

杜
喬
(
河
内

英
雄
(
河
南
)

房
植
(
清
河
〉

韓
績
(
不
明
)

祝
悟
(
中
山
)

虞
放
(
陳
留
)

劉
矩
(
柿

楊
一
来
ハ
弘
農

周
景
(
鹿
江

劉
茂
(
彰
城
)

彊
帝
期

王
暢
ハ
山
陽

許
訓
(
汝
南
)

郭
嬉
(
頴
川
〉

三
四
)

@
 

五
三
)

五
三
)

六
六
)

四
四
〉

三
五
)

四
六
)

桓
鷲
(
桁

越
峻
(
下
部
)

家
、湯
(
汝
南
)

張
飲
(
河
内
)

黄
現
(
江
夏

丑
ノ
煩
(
河
南
)

孫
朗
(
北
海
)

盛
允
(
梁
)

神
島
(
河
南

劉
寵
(
東
莱

許
槻
(
頴
川
)

陳
蕃
(
汝
南

宣
都
(
汝
南
)

間
人
襲
〈
柿
)

劉
嵩
(
長
沙
)

橋
玄
(
梁

七
'-.J 

李
戚
(
汝
南
〉

宗
倶
(
南
陽
)

揚
賜
(
弘
農

唐
珍
(
頴
川
)

劉
逸
(
南
陽
〉

陳
球
(
下
郊

五
一
)

実
務
(
陳
)

裳
逢
(
汝
南
)

張
済
(
汝
南
)

部
盛
(
弘
曲
皮
)

四
六
〉

経
烈
(
琢
〉

六
六
〉

許
相
(
汝
南
)

曹
嵩
(
柿
)

五
六
〉

劉
弘
(
南
陽
)

劉
虞
(
東
海

献
帝
期

資
碗
(
江
夏

萄
爽
(
頴
川

四
一
)

科
梯
(
河
南

四
四
)

四
六
)

六
一
二
)

五
一
〉

五
二
)

四
六
〉

来
鐙
(
南
陽
)

亥
随
(
汝
南
〉

段
頴
(
武
威

陳
抗
(
東
海
)

劉
寛
(
弘
農

孟
爾
(
河
南
〉

張
顎
(
常
山
〉

劉
部
(
河
聞
〉

許
材
開
(
舎
稽
)

張
温
(
南
陽
)

張
延
(
河
内
〉

丁
宮
(
柿
)

奨
陵
(
南
陽
〉

馬
日
碍
(
右
扶
風
)

楊
彪
(
弘
農

王
允
(
太
原

趨
謙
(
萄
〉

五
五
)

一
五
〉
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四
四
〉

五
六
)



淳
子
嘉
(
済
南
〉

皇
甫
嵩
(
安
定

朱
僑
(
曾
稽

六

一
)

周
忠
(
鹿
江
〉

六
一
)

趨
温
(
局
〉

張
喜
(
汝
南
〉

以
上
の
一
五
一
名
で
あ
る
が
〉
こ
れ
を
更
に
各
時
期
別
に
整
理
し

た
も
の
が
、
衣
の
表
ー
で
あ
る
。

表 I

， 縦、 有 比
年 停

員 者 率

% 
光 武 帝 32 20 16 80 

明 干否 19 8 5 63 

章 帝 12 7 5 71 

和 帝 18 12 8 67 

安 帝 19 16 6 38 

1頂 帝 20 19 5 26 

桓 帝 23 22 9 41 

盤 干音 22 35 7 20 

献 帝 19 12 7 58 

184 1151 I 68 I 45 
% 

計

組
員
一
五
一
名
の
う
ち
、

列
俸
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
六
八

名
で
あ
る
。
こ
の
六
八
名
と
い
う
数
字
は
穂
員
の
必
%
で
あ

っ
て
全

抑

睦
と
し
て
決
し
て
多
い
数
と
は
い
え
ず
、
ま
た
表
の
ー
を
み
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
後
漢
後
牟
期
に
お
い
て
列
俸
の
あ
る
も
の
が
相
封
的

に
少
い
と
い
う
こ
と
も
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
種
々
の
検
討
の
上
に

大
き
な
障
害
と
な
る
が
、

し
か
し
一
躍
の
見
通
し
を
た
て
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ら
後
漢
時
代
の
三
公
が
、

官
位
昇
進
の
過
程
で
ど
の

よ
う
な
経
路
を
た
ど

っ
た
か
を
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
先
だ

っ
て
漢
代
官
僚
の
昇
進
方
法
に
つ
い
て
、
簡
車
に
概
略
を
述
べ
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

漢
代
の
官
僚
は
、
秩
寓
石
と
い
わ
れ
る
最
高
の
三
公
は
別
格
と
し

- 57-

て
、
お
よ
そ
秩
二
千
石
の
高
級
官
僚
か
ら
百
石
以
下
の
下
級
厨
吏
に

す
べ
て
俸
緑
に
よ

っ
て
差
等
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
間

@
 

は
、
原
則
的
に
は
功
第
に
よ

っ
て
下
級
か
ら
上
級
へ
と
昇
進
し
た
。

い
た
る
ま
で
、

し
か
し
、
下
級
の
属
吏
か
ら
出
鼓
し
て
、
す
べ
て
功
労
の
み
に
よ
っ

て
上
級
官
吏
に
昇
進
し
え
た
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

そ
の
聞
に
は
い
く
つ
か
の
関
門
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
最
初
に
し
て
、

し
か
も
最
大
の
関
門
は
、

百
石
か
ら
二
百
石
に
至

る
場
合
、
す
な
わ
ち
中
央
官
願
や
郡
牒
の
属
吏
か
ら
二
百
石
以
上
の

勅
任
官
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

漢
代
、
勅
任
官
の
登
龍
門
と
し
て
と
く
に
重
き
を
な
し
た
の
は
郎
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の
お郎
よ官

そも
茨ふ
のく
よめ
うて
なー
も般
のに
が二
あ百
つ石
た⑦の
。開

門
を
遇

官
で
あ
る
が
、

過
す
る
方
法
に
は
、

パ
門
良
家
子
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
陣
西
、

天
水
、
安
定
、
北
地
、

上
郡
、
西
河
の
六
郡
の
上
流
階
級
の
子
弟
で
、

武
術
に
達
し
た
も
の

を
選
ん
で
郎
と
す
る
も
の
。

ω任
子
、
す
な
わ
ち
父
兄
が
二
千
石
の
公
卿
に
相
官
す
る
身
分
に

の
ほ
っ
た
場
合
は
、
任
期
が
満
三
年
に
な
る
と
、

子
弟
一
人
を
保
謹

し
て
郎
と
す
る
も
の
。

同
入
賞
に
よ
る
も
の
で
、
飢
鑑
な
ど
の
時
に
、
穀
物
な
ら
ば
六

O

O
石
、
穀
債
に
し
て
三

O
寓
を
納
め
た
も
の
を
郎
と
す
る
。

帥
漢
代
、
い
わ
ゆ
る
選
挙
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
皐
問
と
か
盤
墓

な
ど
に
よ
り
、
地
方
長
官
な
ど
の
官
位
を
有
す
る
人
か
ら
推
薦
さ
れ

て
試
験
に
合
格
し
た
も
の
。
賢
良
方
正
、
孝
康
、
茂
才
、
高
第
、
直

言
、
有
道
な
ど
と
い
っ
た
諸
科
が
こ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
。

伺
太
侍
、
大
賂
軍
、
三
公
な
ど
の
中
央
の
長
官
に
召
さ
れ
て
登
用

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
天
子
に
直
接
徴
さ
れ
て
登
用
さ
れ
る
も
の
。

」
の
よ
う
な
方
法
を
一
般
に
酔
召
と
い
う
が
、

天
子
み
ず
か
ら
召
す

場
合
に
は
、

と
く
に
徴
召
と
呼
ん
で
直
別
す
る
。

国
の
徴
召
、
昨
召
に
つ
い
て
は
後
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、

以
上
付
か

ら
帥
ま
で
の
う
ち
、
と
く
に
ハ
円
か
ら
旬
ま
で
は
護
生
的
に
み
て
も
、

か
な
り
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
た
制
度
で
、

い
ず
れ
も
高
級
官
僚
と

か
世
襲
的
身
分
の
あ
る
も
の

あ
る
い
は
資
産
家
と
か
豪
族
な
ど
と

い
っ
た
も
の
の
特
権
的
性
格
の
つ
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
針
し

こ
れ
ら
従
来
の
世
襲

て
伺
の
い
わ
ゆ
る
選
拳
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

的
、
特
権
的
な
官
吏
の
登
用
を
改
め
、
廉
く
天
下
に
人
材
を
求
め
る

ベ
く
、
漢
代
に
お
い
て
始
め
て
行
わ
れ
た
登
用
法
と
し
て
注
目
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
若
干
の
例
を
示
し
た
ご
と
く
、

こ
の
選
奉

そ
の
中
で
も
最
も
重

に
は
数
多
く
の
科
目
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、@

 

要
観
さ
れ
た
の
が
、
孝
廉
の
選
拳
で
あ

っ
た
。
漢
代
、
孝
康
の
選
奉

は
、
武
帝
の
元
光
元
年
(
前

二
ニ
四
〉
に
始
ま
る
。
嘗
時
園
敬
と
し

'hυ 

て
の
地
位
を
獲
得
し
た
儒
教
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
毎
年
郡
園
の
守

相
が
在
野
の
民
あ
る
い
は
下
級
の
属
吏
の
中
か
ら
孝
な
る
も
の
廉
な

る
も
の
一
人
|
|
の
ち
に
な
る
と
人
口
二

O
高
人
に
つ
き
一
人
の
割

合
ー
ー
を
選
ん
で
中
央
に
推
薦
し
、
中
央
で
は
改
め
て
そ
の
事
責
を

調
査
し

そ
の
事
買
に
誤
り
な
き
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
始
め
て

の
ち
に
な
る
と
所
定
の
試
験

郎
中
に
任
ず
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

し
カ通

し
そ
の
場

も合
しで
推も
薦、

さ推
れ薦
たノと

い
う
こ
と
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
お
り
、



人
物
に
事
寅
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
推
薦

者
は
選
事
不
買
を
も
っ
て
巌
罰
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
郎
中

と
い
う
の
は
、
九
卿
の
一
つ
光
旅
勅
の
配
下
に
属
す
る
三
箸
の
郎
中

で
、
秩
は
比
三
百
石
で
あ
る
。
嘗
時
、
大
蘇
の
丞
・
尉
で
秩
四
百

石
、
蘇
長
な
ら
ば
秩
三
百
石
で
あ
る
か
ら
、
も
し
彼
ら
が
地
方
官
と

し
て
轄
任
し
た
場
合
に
は
、
大
懸
な
ら
ば
丞
・
尉
、
小
鯨
な
ら
ば
蘇

長
の
官
が
輿
え
ら
れ
る
地
位
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
廉
に
あ
げ

ら
れ
て
郎
中
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
将
来
の
築
準
に
向
っ
て
、
非

常
に
有
利
な
出
護
黙
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
生
を
下
級
の
属
吏
で
移
る
か
も
し
れ
な
い
少

吏
を
は
じ
め
と
し
て
、
在
野
無
官
の
も
の
に
い
た
る
ま
で
、
康
く
高

級
官
吏
へ
の
出
世
の
可
能
性
が
聞
か
れ
た
こ
と
と
共
に
、
漢
代
孝
廉

の
選
奉
が
非
常
に
盛
行
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

漢
代
の
官
吏
登
用
法
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
述
べ
て
き

こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
、
後
漢
時
代
、
三
公
に
つ
い
た
も
の

以
上
、

た。が
、
最
初
に
ど
の
よ
う
な
登
用
法
を
う
け
た
か
を
表
示
し
た
の
が
、

衣
の
表
E
で
あ
る
。

表
中
の
(

)
内
の
数
字
は
有
停
者
以
外
の
も
の
で
登
用
経
路
の
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剣
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
書
の
中
に
嘗
人
の
詳
細
な
列

表 E

総 有 孝 茂 有 任 徴 E手 不

縛
明

員 者 廉 才 道 子 召 召
他其

光 1201161 

明 181 51 1 1 1 1 1 1 1 21 1 

章 171 51 31 1 11 1 

和 112181 21 I 21 31 1 

安 116161 31 1 1 1 1 1 1 1 
順 119151 31 1 (1)1 1 1 |叫
桓 1221917(1 1 1 1 1 1 1 
霊 135 1 7 1 5(2)1 (1)1 1 21 
献 112171 31 1 1 1 1 1 1 1 1 
計 11511ω126(3)1叫(1)151 4 1ロ(1)120

n
3
 

zu 

俸
は
な
い
が
、
他
人
の
俸
に
附
載
さ
れ
た
簡
車
な
附
俸
と
か
、
あ
る

い
は
李
賢
の
注
、
王
先
謙
の
集
解
な
ど
に
よ
っ
て
加
え
た
。
ま
た
光

武
帝
期
の
一
六
人
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
一
躍
そ
の
他
の
項
目
の

中
に
入
れ
て
お
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
王
朝
交
替
期
の

特
殊
な
事
情
の
も
と
で
、
三
公
に
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
嘗
時
の
い
わ
ゆ
る
選
奉
も
ふ
く
め
た
官
吏
登
用
法
の
範
鴎
に
入

ら
な
い
た
め
、
し
ば
ら
く
除
外
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
表
E
に
よ
る
と
、
登
用
の
鰹
過
の
判
明
す
る
も
の
の
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う
ち
、
孝
燦
に
あ
げ
ら
れ
た
も
の
が
二
六
(
二
九
)
名
と
第
一
位
を

占
め

つ
い
で
貯
召
の
一
二
(
二
ニ
〉
名
、
任
子
の
玉
名

以
下
徴

召
、
茂
才
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

」
の
孝
廉
の
二
六
な
い
し
二
九
名

と
い
う
の
は
、
総
員
一
五
一
名
か
ら
光
武
期
の
二

O
名
を
除
い
た

二
名
に
つ
い
て
い
え
ば

二
割
足
ら
ず
の
人
数
で
あ
る
が
、
経
歴

の
わ
か
る
五
二
名
に
つ
い
て
は

五
割
と
そ
の
半
数
を
占
め
る
数

で
あ
る
。

概
し
て
最
初
に
孝
康
の
選
翠
を
う
け
た

も
の
が
と
く
に
多
か
っ
た
こ
と
が
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

と
こ
ろ
で
こ
の
表
E
は
、
嘗
人
が
最
初
に
う
け
た
登
用
法
を
分
類

列
翠
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
中
に
は
被
登
用
者
の
意
志

は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、

列
停
の
記
載
を
み
れ

ば
わ
か
る
如
く
、
後
漢
時
代
で
は

か
り
に
あ
る
一
つ
の
登
用
を
う

け
て
も
、
被
登
用
者
は
悉
く
み
な
そ
れ
に
腔
じ
た
と
い
う
の
で
は
な

く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
病
気
な
ど
を
口
買
に
そ
れ
を
拒
絶
し
、
改
め

て
別
の
登
用
を
う
け
て
官
に
就
く
な
ど
と
い
っ
た
、
貫
際
の
就
官
ま

で
に
は
か
な
り
複
雑
な
ケ
l
ス
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
そ

れ
を
ニ
・
三
の
例
か
ら
具
睦
的
に
し
め
し
て
み
よ
う
。

江
夏
安
陸
人
。
貌
郡
太
守
香
之
子
也
。
:
・

理
初
以
父
任
鯖
太
子
舎
人
。
僻
病
不
就
。
遭
父
憂
。
服
闘
。
五
府

川

w黄
現
。

字
世
英
。

倶
降
。
連
年
不
躍
。
永
建
中
公
卿
多
薦
理
者
。

於
是
合
間
稽
賀
純
贋

漢
楊
厚
。

卸
奔
議
郎
。

梢
遷
向
書
僕

倶
公
車
徴
。
:
:
:
理
至
。

射
。
:
:
:
遷
向
書
令
。

(
後
漢
書
列
侍
五
一
)

」
れ
は
最
初
の
登
用
を
こ
と
わ
り
、
別
の
登
用
を
う
け
て
官
に
つ

い
た
例
で
あ
る
。
賞
理
の
場
合
で
は
先
ず
任
子
に
よ
る
登
用
を
拒
絶

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
り
任
子
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

一
般
的
に
い
え
ば
、
下
は
孝
廉
を
筆
頭
と
す
る
各
選
奉
科
目
か
ら
上

は
天
子
の
徴
召
に
い
た
る
ま
で
後
漢
時
代
の
全
て
の
登
用
の
場
合
に

み
ら
れ
る
も
の
で
、

列
侍
中
で
「
不
就
」
「
不
慮
」
「
不
起
し
「
不
行
」

ハH
V

《

b

「
不
至
」

と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
の
が
、

こ
の
ケ
l
ス
で

あ
る
。

公
の
中
で
は
賞
理
一
の
ほ
か
に
は
李
回
、

王
暢
、
楊
賜
、
黄

碗
、
楊
彪
、
萄
爽
ら
に
み
ら
れ
る
。

制
陳
蕃
。
字
仲
翠
。
汝
南
卒
輿
人
也
。
:
:
:
初
仕
郡
。
翠
孝
廉
除
郎

中。

遭
母
憂
。

服
闘
。

棄
官
行
喪
。

刺
史
周
景
昨
別
駕
従
事
。

後

公

府

陣

。

皆

不

就

。

以
諌
争
不
合
。

投
侍
而
去
。

翠
方
正
。

太
尉
李
固
表
薦
。

侍
五
六
)

徴
拝
議
郎
。

再
遷
震
繁
安
太
守
。

(
後
漢
書
列

元
来
、
官
吏
が
そ
の
官
職
を
し
り
ぞ
く
場
合
に
は

「
坐
事
菟
官
」
と

か
「
以
疾
克
官
」

の
如
く
副
知
官
、
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
外
の
事
由
に



よ
る
自
分
勝
手
な
辞
職
や
退
職
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

数
主
義
の
隼
重
さ
れ
た
漢
代
、
と
り
わ
け
後
漢
に
な
る
と
、
儒
数
の

躍
に
従
っ
て
親
属
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
盛
に
な
り
、
他
方
朝
廷
で

も
結
局
は
そ
れ
を
黙
認
し
た
か
た
ち
を
と
っ
た
た
め
、
官
吏
が
そ
の

し
か
し
‘、
瞳

職
を
放
棄
し
て
喪
に
は
し
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。
後
漢
も
と

く
に
後
牢
期
の
人
々
の
列
俸
の
中
に
「
以
憂
去
官
」
と
か
「
以
父
喪

去
官
」
、

「
以
母
憂
棄
官
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
の

@
 

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

」
の
よ
う
に
一
度
去
官
な
い
し
苑
官

に
な
っ
た
場
合
、

再
び
官
吏
に
な
る
た
め
に
は
改
め
て
登
用
を
う
け

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

こ
の
陳
蕃
の
例
に
み
ら
れ
る
と
お
り

カ1

彼
の
例
で
は
辞
召
を
こ
と
わ
っ
て
徴
召
に
麿
じ
て
い
る

一
般
的
に
い
え
ば
降
召
さ
れ
た
り
、
ま
た
賢
良
方
正
、
茂
才
な

で
あ
る
。

ど
の
選
穆
の
ほ
か
、
時
に
は
再
度
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ

⑩
 

た
。
こ
の
よ
う
な
陳
蕃
に
み
ら
れ
る
再
登
用
の
例
は
、

三
公
の
中
で

は
他
に
第
五
倫
を
は
じ
め
と
し
て
た
と
え
ば
、
鹿
参
、

矩
、
段
頴
、
劉
寛
、
橋
玄
、
劉
虞
、
皇
甫
嵩
ら
多
く
の
場
合
に
み
ら

張
敏
、

れ
る
。
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村
社
喬
。
字
叔
柴
。
河
内
林
慮
人
也
。
少
矯
諸
生
。
奉
孝
廉
。
畔
可

徒
楊
震
府
。
精
遷
魚
南
郡
太
守
。

ハ
後
漢
書
列
侍
五
三
〉

」
れ
は
先
の
黄
理
や
陳
蕃
の
場
合
と
は
異
り
、
ー
連
績
し
て
登
用
を

う
け
た
も
の
で
、
こ
の
杜
喬
に
み
ら
れ
る
孝
廉
か
ら
僻
召
と
い
う
以

外
の
例
と
し
て
は
、

，た
と
え
ば
酔
召
か
ら
茂
才
に
あ
げ
ら
れ
た
楊

震
、
辞
召
か
ら
高
第
に
あ
げ
ら
れ
た
郭
丹
、
野
召
か
ら
直
言
に
あ
げ

ら
れ
た
魯
恭
ら
が
あ
る
。

主
と
し
て
列
俸
の
記
載
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
賓
際
に
遁
用
を
う

け
た
登
用
法
ま
で
の
過
程
を
分
類
す
る
と
、
基
本
的
に
は
以
上
の
三

種
に
大
別
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
表
E
は
そ
の
登
用
に
鷹
じ
る
麿

じ
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
て
最
初
に
う
け
た
登
用
法
に
つ
い
て
の

し
か
し
彼
ら
が
貫
際
に
適
用
を

-61ー

み
注
目
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

う
け
、
官
位
昇
進
の
出
護
貼
と
し
た
登
用
法
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い

う
こ
と
を
み
る
た
め
に
は

以
上
の
よ
う
な
手
績
の
も
と
に
個
々
の

場
合
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
E
は

⑪
 

こ
の
よ
う
な
手
績
の
も
と
に
、
そ
の
移
動
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

窪リ

表
町
は
表
E
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
表
E
の
符
践
の
う
ち

" 

^ 

〉
は
付
の
ケ
l

ス
を
そ
れ

r・1

〕
は
刷

〉
は
先
の
刊
、

ぞ
れ
し
め
し
、

+
・
一
の
符
挽
と
数
字
は
、

そ
の
去
就
と
人
数
を
し

め
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
表
E
を
み
る
に
、

一
見
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
非
常
に
複
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不総有 孝 直 高 任 徴 辞
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其
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其
他
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桓:22[ 91 1 1 1 1 3 i 41 1 
湿 135171 f3l 
|献1-121711[1 1 I 41 1 1 1 

計 11511681 91 1 1 31 1 41 2 171川6
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雑
な
登
用
の
過
程
を
程
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
が
、
こ
れ
を
先

ず
年
代
的
に
注
意
し
て
眺
め
る
と
、
先
の
伺
に
あ
げ
た
去
官
、
、
菟
官

の
ケ
l
ス
が
章
帝
・
和
帝
頃
よ
り
み
え
は
じ
め
、
と
く
に
後
期
の
桓

帝
以
降
に
な
る
と
大
部
分
が
去
官
で
あ
る
が
、
そ
の
数
が
非
常
に
多

く
な
っ
て
く
る
こ
と
、
同
時
に
仙
の
不
就
・
不
麿
の
ケ
l
ス
も
後
期

に
入
っ
て
額
著
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て



後
漢
も
後
期
に
な
る
と
、
最
初
の
登
用
だ
け
で
三
公
に
至
る
ケ

l
ス

が
非
常
に
稀
に
な
り
、
大
多
数
の
も
の
が
数
種
の
複
雑
な
登
用
を
鰹

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

次
に
登
用
を
、
そ
の
項
目
別
に
み
る
と
、
昨
召
の
場
合
に
は
あ
ま

り
襲
動
は
み
ら
れ
な
い
が
、
表
E
で
塵
倒
的
に
多
か
っ
た
孝
廉
が
後

期
に
入
る
と
急
激
に
減
少
し
、
逆
に
表
E
で
は
ご
く
僅
か
の
例
し
か

や
は
り
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
急
に

み
ら
れ
な
か
っ
た
徴
召
が
、

増
加
の
傾
向
を
た
ど
り
、

全
置
か
ら
す
れ
ば
徴
召
、
昨
召
、

つ
い
で

孝
簾
の
順
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

し
か
、
も
表
匝
で
そ
の
内
容
を
み
る

に
、
昨
召
が
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
ほ
ぼ
相
い
宇
ば
し
て
い
る
の
に
針

し
、
徴
召
の
場
合
は
一
例
を
除
い
て
全
て
プ
ラ
ス
、
孝
廉
の
場
合
は

@
 

同
じ
く
一
例
を
除
い
て
全
て
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
と
い
う
、
非
常
に
輿

味
ぶ
か
い
事
責
を
提
供
し
て
レ
る
こ
と
は
、

と
く
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
後
漢
も
後
期
に
な
る
と
、

と
く
に
孝
廉
の
数
が
激
減

し
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
ほ
と
ん
ど
全
て
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
一
種
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
結
論

な
る
ほ
ど
高
級
官
僚
へ

を
い
え
ば
、
孝
簾
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
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至
る
重
要
な
一
つ
の
開
門
を
通
過
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

し
台、

し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
車
に
通
過
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

決

し
て
孝
廉
だ
け
で
は
高
官
に
の
ぼ
る
完
全
な
僚
件
を
具
備
す
る
に
い

た
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
黙
に
閲
し
て
は
、

台、

っ
て
玉
井
直
弘
氏
が
「
孝
廉
は
官
位
昇
進
の
必
要
僚
件
で
は
あ
っ
た

が
充
分
保
件
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
誤
り
あ
る
ま
い
」

@
 

さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
非
常
な
卓
見
で
あ
っ
た
。

と
指
摘

そ
れ
で
は
、
後
漢
も
後
牢
期
に
入
る
と
何
故
こ
の
よ
う
な
現
象
が

生
じ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ

こ
で
以
下
項
を
改
め
、

と
く
に
孝
廉
と
辞
召
、

徴
召
の
三
者
を
と
り

- 63ー

あ
げ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

孝
廉
と
扉
召
、
徴
召
に
つ
い
て

孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
る
と
郎
中
に
除
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
郎
中
と
い
う
の
は
比
三
百
石
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
地
方
官
と
し
て

轄
出
し
た
場
合
で
も
大
豚
な
ら
ば
丞
・
尉
、
小
鯨
な
ら
ば
蘇
長
な
ど
の

い
わ
ゆ
る
蘇
の
長
吏
の
ポ
ス
ト
が
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
、
官
吏
昇

進
の
遁
と
し
て
非
常
に
有
利
な
出
費
黙
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

て
は
、
巌
耕
墓
氏
の

こ
の
漢
代
の
郎
の
制
度
に
つ
い

「
秦
漢
郎
吏
制
度
考
L

に
詳
述
さ
れ
て
お
い
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」
こ
で
再
び
繰
返
す
つ
も
り
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
郎
官
の
制
度

に
お
い
て
、

一
つ
だ
け
と
く
に
注
意
し
た
い
の
は
、

郎
に
は
定
員
が

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
の
郎
に
は
比
六
百
石
の
議
郎
・

中
郎
と
比
四
百
石
の
侍
郎
、

そ
れ
に
比
三
百
石
の
郎
中
の
四
階
級
に

分
け
ら
れ
る
が
、
漢
書
百
官
公
卿
表
お
よ
び
績
漢
書
百
官
志
に
よ
れ

⑮
 

ば
、
い
ず
れ
も
「
無
員
」
と
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
の
郎
は
、
最
高

の
一
議
郎
は
例
外
と
し
て
、

み
な
宮
殿
の
宿
衛
と
車
騎
と
し
て
出
充
す

る
ほ
か
は
、

と
く
に
こ
れ
と
い
っ
た
定
っ
た
役
職
が
あ
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、

本
来
は
こ
の
期
間
に
材
能
を
試
み
ら
れ
る
、

い
わ
ば
官

僚
の
汲
備
軍
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
郎
が
鯨
の
令
長
と
な
る
方
法
に
は
、
大
き
く
分
け
て
下
級

ま
た
光
旅

の
郎
か
ら
上
級
の
郎
へ
と
順
次
昇
格
し
て
な
る
場
合
と
、

勅
の
茂
才

・
四
行
な
ど
に
あ
げ
ら
れ
抜
擢
さ
れ
て
な
る
場
合
と
の
こ

⑪
 

つ
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
昇
進
抜

擢
に
は
、
才
能
や
徳
行
の
ほ
か
に
功
次
に
よ
る
基
準
も
設
け
ら
れ
て

⑪
 

い
た
か
ら
、
郎
が
そ
の
材
能
を
試
み
ら
れ
る
期
間
と
い
う
も
の
は
、

か
な
り
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
も
こ
の
場
合
、

官
吏
の
需
要
と
郎
の
供
給
と
の
聞
に
均
衡
の
保
た
れ
て
い
る
う
ち
は

明
叫
慣
迫
キ
J
h

工
、
:
、

l

題
t
T
L
、刀

し
か
し
時
代
が
下
り
祉
舎
が
あ
る
程
度
安
定
し
て

く
る
と
官
吏
の
ポ
ス
ト
も
し
だ
い
に
固
定
す
る
傾
向
に
あ
り
、

ま
し

て
定
年
制
の
な
い
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
需
要
は
減
少
し
て
い
く
ば
か

り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
に
郎
の
方
は
孝
廉
科
だ
け
で

⑩
 

も
毎
年
凡
そ
二

O
O人
の
割
合
で
増
加
し
て
く
る
。

し
か
も
郎
に
除

任
さ
れ
る
の
は
ひ
と
り
孝
廉
の
選
挙
ば
か
り
で
は
な
く
、

始
め
に
も

述
べ
た
如
く
賢
良
方
正
と
か
明
樫
と
い
っ
た
選
撃
の
ほ
か
に
任
子
な

ど
の
登
用
法
に
よ
る
も
の
も
あ
っ
た
か
ら

そ
の
数
は
毎
年
相
首
な

数
字
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
楊
棄
の
停
に
よ
る

と
桓
帝
の
頃
の
こ
と
コ
ニ
署
の
見
郎
七
百
絵
人
」
(
後
漢
書
列
停
四
四
)
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と
あ
り
、
，
同
じ
頃
陳
蕃
の
停
で
は

「
三
暑
の
郎
吏
二
千
人
」

(
後
漢

書
列
停
五
六
)
な
ど
と
み
え
て
い
る
が

恐
ら
く
後
漢
も
中
期
以
降

に
な
る
と
、
常
時
千
人
前
後
か
ら
時
に
よ
っ
て
は
数
千
人
に
の
ぼ
る

郎
が
待
機
し
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。

」
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

な
る
ほ
ど
孝
廉
の
選
参
に
よ
っ
て
郎

中
へ
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

将
来
高
級
官
僚
へ
と
準
む
遣
を

一
歩
前
進
し
た
と
は
い
え
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
そ
の
登
用
は
原
則

と
し
て
郎
官
ま
で
の
登
用
で
あ
り
、

僚
珠
備
軍
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
郎
官
の
地
位
は
官

ま
た
無
定
員
で
あ
る
が
た
め
に
、
非
常
に
不
安

定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
今
度
は



多
敷
の
郎
の
中
か
ら
い
か
に
し
て
上
階
準
級
の
道
を
ひ
ら
く
か
が
、

一
つ
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

二
百
石
の
勅
任
官
待
遇
を
う

け
る
の
が
官
僚
出
世
街
道
の
第
一
の
開
門
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
ま
た

第
二
の
難
関
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
大
き

く
う
か
び
上
っ
て
く
る
登
用
法
が
、

い
わ
ゆ
る
辞
召
で
あ
り
、
徴
召

で
あ
る
。

漢
代
に
お
い
て
は
太
侍
、
大
将
軍
、
三
公
、
九
卿
、
郡
の
太
守
と

か
都
尉
、
あ
る
い
は
牒
の
令
長
な
ど
と
い
っ
た
中
央
や
地
方
の
長
官

は
、
自
己
の
属
僚
を
自
由
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
一

般
に
蹄
召
と
よ
ぶ
が
、
し
か
し
貫
際
の
官
吏
登
用
法
の
上
か
ら
と
く

に
問
題
と
な
る
の
は
、
な
か
で
も
太
侍
、
大
将
軍
、
三
公
な
ど
い
わ

ゆ
る
五
府
の
昨
召
(
降
命
〉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昨
召
と
い
う
場

合
は
多
く
太
停
、
大
将
軍
、

も
の
で
あ
る
。

三
公
に
召
さ
れ
て
公
府
の
擦
属
と
な
る

そ
こ
で
、

い
ま
こ
れ
ら
公
府
の
援
属
の
構
成
を
太
尉
府
の
例
か
ら

み
て
み
よ
う
。
績
漢
書
百
官
志
の
太
尉
の
僚
に

長
史
一
人
千
石
。
本
注
目
。
書
諸
曹
事
。
嫁
史
属
二
十
四
人
。
本

3-10. 

注
目
。
漢
奮
注
。
東
西
嫁
比
四
百
石
。
儀
擦
比
三
百
石
。
:
:
:
令

史
及
御
属
二
十
三
人
。
本
注
目
。
漢
奮
注
。
公
令
史
百
石
云
云
。

と
あ
る
。
こ
の
太
尉
府
に
お
い
て
は
長
史
一
人
、
援
属
は
二
四
人
で

こ
れ
に
令
史
御
属
二
三
人
を
加
え
る
と
組
計
四
八
人
で
あ

る
。
同
様
に
司
徒
府
で
は
長
史
一
人
、
嫁
属
三
一
人
、
令
史
御
属
三

六
人
の
計
六
八
人
、
司
空
府
で
は
長
史
一
人
、
嫁
属
二
九
人
、
令
史

御
属
四
二
人
の
計
七
二
人
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
ほ
か
太
侍
府
で
は
四

@
 

七
人
ゅ
大
将
軍
府
で
は
凡
そ
六

O
数
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
嘗

あ
り
、

時
、
公
府
の
属
僚
は
凡
そ
玉
、

六
O
人
か
ら
七

O
人
程
度
の
定
員
で

構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
そ
の
場
合
に
千
石
の
長

史
一
人
は
別
格
と
し
て
も
嫁
で
比
四
百
石
か
ら
比
三
百
石
、
属
で
比

@
 

三
百
石
の
俸
様
を
う
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

Fhu 
zu 

」
れ
か
ら
し
で
も
公

府
の
援
で
は
既
に
郎
中
に
相
嘗
す
る
俸
様
で
あ
り
、
属
の
比
二
百
石

で
も
勅
任
官
待
遇
に
準
ず
る
俸
稔
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
郎
を
経
な
い
で
二
百
石
の
関
門

を
通
過
す
る
方
法
が
、
既
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
昨
召
を

考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
貼
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
彼
ら
嫁
属
は
一
生
を
公
府
の
嫁
属
と
し
て
移
る
の
で
は
な

く
、
中
央
官
地
方
官
と
し
て
韓
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
み
な
ー

@
 

ら
ず
、
ま
た
辞
召
者
で
あ
る
太
停
、
大
将
軍
、
三
公
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
官
更
を
弦
擢
す
る
茂
才
、
廉
吏
、
高
第
と
い
っ
た
選
奉
擢
が
あ
る
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た
め
、

い
き
お
い
彼
ら
は
相
封
的
に
少
い
人
数
の
中
か
ら
、
非
常
に

有
利
な
候
件
で
長
吏
に
抜
擢
さ
れ
る
機
舎
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う

」
と
が
で
き
る
。
そ
の

一
例
を
あ
げ
て
も
、
昨
召
か
ら
茂
才
に
あ
げ

ら
れ
四
選
し
て
剤
州
刺
史
と
な

っ
た
楊
震

同
様
に
辞
召
か
ら
高
第

に
あ
げ
ら
れ
て
侍
御
史
と
な
っ
た
科
晶
、
陳
球
、

王
允
な
ど
が
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
昨
召
と
い
う
も
の
は
、
官
吏
登
用

の
上
で
の
法
制
的
盲
貼
を
つ
い
た
一
種
有
利
な
バ
イ
パ
ス
と
で
も
い

う
べ
き
性
格
の
登
用
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
表
皿
の
跨
召
の
項

で
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
が
錯
出
す
る
こ
と
自
佳
、

何
よ
り
も
雄
捕
に

物
語
る
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
跨
召
の
有
利
な
馳
は
、
被
召
者

は
故
吏
と
し
て
賂
来
が
保
誼
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
あ
り
、

容

も
や
は
り
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
質
で
あ
る
。

」
の
黙

徴
召
は

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

太
侍
、
大
将
軍
、
一
二
公

な
ど
高
級
官
僚
の
推
薦
に
よ
り

天
子
が
直
接
本
人
を
徴
し
て
登
用

す
る
も
の
で
、
徴
命
と
も
よ
ば
れ
る
。

こ
の
徴
召
、
徴
命
を
う
け
た

も
の
の
中
に
は
直
接
中
央
や
地
方
の
要
職
に
抜
擢
さ
れ
る
場
合
も
あ
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る
が
、
そ
の
多
く
は
議
郎
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
。
議
郎
も
郎
官
の
一

つ
で
や
は
り
定
員
は
な
い
が
、
し
か
し
郎
官
の
中
で
は
最
高
の
地
位

に
あ
り
、
秩
は
六
百
石
で
天
子
に
具
申
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い

る
o ~ 

ま
た
こ
の
議
郎
と
レ
う
の
は
、
漢
代
と
く
に
後
漢
の
選
翠
除
任
の

上
か
ら
い
う
と
、
賢
良
方
正
な
ど
に
あ
げ
ら
れ
針
策
に
お
い
て
首
位

あ
る
い
は
上
位
に
な

っ
た
も
の
が
除
せ
ら
れ
る
官
で
あ
っ
た
。
た
と

え
ば戴

封
。
字
卒
仲
。
済
北
剛
人
也
。
・
:
:
詔
書
求
賢
良
方
正
直
言
之

士
有
至
行
能
消
災
伏
異
者
。
公
卿
郡
守
各
翠
一
人
。
郡
及
大
司
農

倶
牽
封
。

公
車
徴
陛
見
。
針
策
第
一
叶
擢
奔
議
郎
。
遷
西
華
令
。

(
後
漢
書
列
縛
七
一
)

張
失
。
字
然
明
。
敦
煙
酒
泉
人
也
。
:
:
:
翠
賢
良
。
針
策
第
一
。

擢
奔
議
郎
。
永
寄
元
年
遷
安
定
属
園
都
尉
。
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(
後
漢
書
列
侍
五
五
〉

魯
不
一
。
字
叔
陵
。
・
:
:
建
初
元
年
粛
宗
詔
。
翠
賢
良
方
正
。
大
司

農
劉
寛
掌
不
一
。

時
劉
策
者
百
有
除
人
。

唯
不
在
高
第
。

除
魚
議

郎
。
遷
新
野
令
。

(後
漢
書
列
侍
一
五
)

蘇
章
。
{
子
孫
文
。
扶
風
卒
陵
人
也
。
:
:
;
安
帝
時
翠
賢
良
方
正
。

針
策
高
第
。
魚
議
郎
。
:
:
:
出
魚
武
原
令
。

@
 

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
議
郎
と
い
う
の
は
郎
官
の

(
後
漢
書
列
侍
二
一
)

中
で
は
最
前
列
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
郎
中
な
ど

と
い
っ
た
他
の
郎
と
は
異

っ
て
、
そ
の
昇
進
は
早
か
っ
た
も
の
と
考



え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
の
魯
不
一
、
戴
封
、
蘇
章
は
い
ず
れ
も
後

漢
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
人
で
あ
る
が
、
全
て
遷
り
て
牒
令
に

補
せ
ら
れ
て
レ
る
し
、
ま
た
中
期
か
ら
後
期
の
人
張
失
に
な
る
と
属

-
園
都
尉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
が
、

つ
い
て
み
て
も
、
徴
召
さ
れ
て
議
郎
を
拝
し
た
陳
蕃
は
再
遷
し
て
繁

た
と
え
ば
三
公
に

安
太
守
と
な
り
、
同
じ
く
皇
甫
嵩
は
遷
り
て
北
地
太
守
と
な
り
、

た
責
理
は
議
郎
か
ら
尚
書
僕
射
を
鰹
て
向
書
令
と
な
り
、
楊
彪
は
同

じ
く
侍
中
を
経
て
京
兆
予
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
う
か
が

@
 

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
有
利
性
が
み
と
め
ら
れ
る
徴
召
に

一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徴
召
さ
れ
る
場
合
に
は
い
ず
れ
も
太
侍
と
か

お
い
て
、

大
将
軍
、
三
公
と
い
っ
た
中
央
の
高
官
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
黙
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
先
の
寅
理
・
陳
蕃
の
例
で
も
み

ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
た
と
え
ば
責
璃
の
俸
に
、

太
尉
楊
賜
上
書
。
薦
萌
有
接
範
之
才
。
由
是
徴
拝
議
郎
。
擢
篤
主
円

州
刺
史
。

(
後
漢
書
列
縛
五
一
)

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徴
召
に
お
い
て
そ
の
推
薦
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者
で
あ
る
太
停
、
大
将
軍
、
三
公
は
、

他
方
辞
召
の
場
合
の
野
召
者

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
表

面
で
は
徴
召
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
て
も
、

そ
の
貫
質
は
先
の

昨
召
か
ら
茂
才
や
高
第
に
あ
げ
る
と
い
っ
た
ケ
l
ス
の
特
殊
な
場
合

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
私
見

ま

よ
り
す
れ
ば
、
徴
召
と
い
う
登
用
法
は
、

山
高
官
の
辞
召
の
範
暗
に
属
す
る
特
殊
例
的
な
側
面
を
も
つ
も
の
で

そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
同

あ
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
僻
召
あ
る
い
は
徴
召
は
、
孝
擦
の
場
合
に
問
題
と

な
っ
た
い
わ
ゆ
る
三
署
の
郎
中
を
鰹
な
い
登
用
法
で
あ
る
が
、
中
で
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も
賠
召
は
、
公
府
の
援
腐
は
自
由
に
選
任
で
き
る
と
い
う
粗
法
が
、

し
だ
い
に
旗
大
、
流
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
制
度
的
に
は
と
く
に

注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
資
料
に
現
れ
た
官
位
昇
進
の
経
過
の
上
か
ら
判
定
す

る
だ
け
で
も
、
僻
召
と
か
徴
召
と
い
っ
た
登
用
法
が
孝
康
の
選
奉
よ

り
も
か
な
り
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ

ら
僻
召
や
徴
召
が
孝
廉
に
く
ら
べ
て
ど
の
程
度
に
有
利
で
あ
り
ま
た

捷
径
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
若
干
の
例
に
よ
り
三
公
に
至
る

ま
で
の
具
鐙
的
な
年
数
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

和
帝
の
と
き
に
三
公
の
位
に
つ
い
た
丁
鴻
、
張
福
岡
、
徐
防
、
陳
寵
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先
ず
張
扇
は
永
卒
八
年
(
六
五
)
に
孝
擦
に
あ

に
つ
い
て
み
る
と

げ
ら
れ
、
永
元
一
二
年
(
一

O
O〉

に
太
尉
を
奔
す
る
ま
で
三
五
年

を
要
し
、
同
様
に
徐
防
は
永
卒
中
(
五
八
J
七
五
)

に
孝
康
に
あ
げ

ら
れ
、
永
元
一
四
年
(
一

O
二
)
に
司
空
を
奔
す
る
ま
で
二
七

i
四
四

年
、
中
を
と
る
と
大
建
三
五
年
を
要
し
て
い
る
。

」
れ
に
劃
し
て
、

辞
召
さ
れ
た
陳
寵
の
場
合

で
は

明
帝
末
章
帝
初
年
(
七
四
J
七

九
)
か
ら
永
元
一
六
年
(
一

O
四
)

ま
で
二
五
J
三
O
年
、
中
を
と

る
と
凡
そ
二
八
年
で
あ
り
、

ま
た
徴
召
を
う
け
た

丁
鴻
の
場
合
で

は
、
永
卒
一

O
年
(
六
七
)

か
ら
永
元
四
年
(
九
二
)
ま
で
二
五
年

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
み
る
と
、
孝
廉
と
辞
召
、

徴
召
の
場
合
と
で
は
凡
そ
七
・
八
年
か
ら
一

O
年
ち
か
い
差
が
み
ら

れ
る
。」

れ
を
一
躍
後
漢
前
期
の
例
と
す
る
と
、
中
期
の
安
帝
・
順
帝
期

で
は
、
孝
康
の
場
合
に
張
敏
で
三

O
年
、
李
部
で
二
五
年
、

胡
庚
で

二
六
年
で
あ
り
、
降
召
さ
れ
た
張
暗
で
一
七
年
、
楊
震
で
一
一
年
、

徴
召
さ
れ
た
劉
慢
で
は
凡
そ
一
五
年
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
な
る
と

全
世
に
約
一

O
年
ち
か
い
年
月
の
短
縮
が
み
ら
れ
る
が
、

そ
の
場
合

で
も
孝
擦
と
辞
召
、

徴
召
と
の
差
は
、
先
の
前
期
の
例
と
同
様
に

O
年
前
後
の
ひ
ら
き
が
み
ら
れ
る
。

橿
帝
以
降
に
な
る
と
、
辞
召
の
場
合
に
楊
棄
で

二
八
年
、
杜
喬
で

周
景
で
四
J
二
九
年
、
李
固
で

二
五
年
、
陳
球
で
一
五
J
二
O
年、

一一一
J
九
年
で
あ
り
、
徴
召
で
は
皇
甫
嵩
の
二
二
年
、
陳
蕃
の
二
一
年
、

楊
彪
の
一
二

i
一
七
年
な
ど
が
あ
る
。
大
鐙
こ
の
後
期
に
お
い
て
は

僻
召
、
徴
召
と
も
に
一

O
数
年
か
ら
二

O
数
年
と
い
う
の
が
一
般
で

@
 

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
公
就
任
の
年
月
日
は
本
紀
に
よ
っ
て
判
明
す
る
が
、
他
方
登
用

を
う
け
た
年
に
な
る
と
列
停
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
稀
で
あ

り
、
ま
た
後
半
期
に
入
る
と
登
用
の
過
程
が
非
常
に
複
雑
で
、

ず
し
も
精
確
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

必
ら

-68一

し
か
し
こ
こ
に
あ
げ
た

数
例
か
ら
判
断
す
る
に
、
孝
康
と
僻
召
、
徴
召
と
で
は
、

か
な
り
早

く
か
ら
大
鐙

一
O
年
前
後
の
年
数
の
ひ
ら
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
し
か
も
そ
の
差
は
恐
ら
く
後
期
に
な
る
ほ
ど
大
き
く
な
り
、

途

に
は
孝
康
の
み
で
は
ほ
と
ん
ど
三
公
に
昇
進
で
き
な
く
な
る
程
に
ひ

ら
い
て
レ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

入
に
引
く
崖
寒
の
政
論
に
、

北
堂
書
紗
巻
六

三
府
援
属
。
位
卑
職
重
。
及
其
取
官
。
又
多
超
卓
。
或
期
月
而
長

州
郡
。
或
数
年
而
至
公
卿
。

と
あ
る
の
も
、

決
し
て
誇
張
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ



る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
郎
、

と
く
に
三
署
の
郎
中
を
経
な

い
登
用
の
道
が
し
だ
い
に
固
定
し
て
く
る
と
、
孝
擦
に
あ
げ
ら
れ
、

い
つ
に
な
れ
ば
昇
進
抜
擢
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
ま
た
か
り
に
昇

進
し
て
も
か
な
り
の
年
月
を
要
す
る
三
署
の
郎
中
と
な
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
そ
れ
を
あ
き
ら
め
て
よ
り
確
寅
な
昇
進
の
道
と
し
て
辞
召
、

徴
召
が
選
ば
れ
た
と
い
え
る
わ
け
で
、
表
E
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス

が
、
こ
れ
を
如
寅
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
更

に
重
要
な
こ
と
は

」
の
辞
召
と
か
徴
召
に
よ
っ
て
長
吏
に
な
る
も

必
然
的
に
そ
れ
だ
け
郎
か
ら
の
昇
進
の

遁
が
と
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
を
生
む
結
果
に
お
ち
い
っ

の
が
多
く
な
れ
ば
な
る
程
、

た
こ
と
で
、

」
の
黙
は
後
漢
末
の
政
治
と
も
関
連
し
て
、

と
く
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
以
上
、
後
漢
の
三
公
階
層
に
み
ら
れ
る
登
用
法
に
お
い

て
、
孝
廉
が
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
し
だ
い
に
辞
召
や
徴
召
に
と

っ
て
か
わ
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

事
貧
を
も
っ
て
、
後
漢
時
代
の
官
吏
登
用
の
上
で
、
孝
廉
の
選
事
が

全
く
そ
の
存
在
債
値
を
失

っ
た
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ

は
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
た
辞
召
や
徴
召
を
う
け
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る
際
の
一
つ
の
有
利
な
傑
件
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
鉾
召
の
場
合
を
み
る
に
、
元
衆
院
肘
召
に
は
「
四
科
、の
辞
」
す
な

わ
ち
一
徳
行
、
二
明
程
、
三
明
法
、
四
剛
毅
と
い
う
選
考
基
準
が
あ

m-

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鹿
じ
て
職
が
定
め
ら
れ
て
レ
た
。

し
か
し
な
が
ら

寅
際
に
は
課
試
な
ど
と
い
っ
た
巌
重
な
審
査
は
行
わ
れ
ず
、
「
其
の

@

@
 

賢
な
る
を
聞
き
て
辞
す
L

と
か
、
ま
た
「
其
の
名
を
聞
き
て
僻
す
」

と
あ
る
よ
う
に
、
専
ら
聾
望
に
よ
っ
・て
辞
召
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
た
た
め
、
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

既
に
野
召
を
う
け
る
場
合
に
お
い
て
も
非
常

ま
た
あ
げ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
自
睦
が
、

に
有
利
な
い傑
件
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
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て
、
孝
康
の
選
拳
が
官
位
築
湛
の
た
め
の
充
分
僚
件
た
り
え
な
く
な

っ
た
と
し
て
も

や
は
り
必
要
保
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
襲
り
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
孝
廉
と
い
う
濯
拳
が
、

し
だ
い
に
充
分
保
件
か

ら
必
要
保
件
に
移
行
し
て
い
く
主
要
な
原
因
は
、
定
員
の
な
い
郎
官

の
制
度
と
共
に
、

そ
れ
は
孝
療
の
選
奉
制
度
の
中
に
本
来
的
に
存
在

す
る
制
度
上
の
歓
陥
と
、

ま
た
そ
れ
を
巧
に
利
用
し
て
行
わ
れ
る
数

@
 

々
の
不
正
な
行
震
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

三
公
の
出
自

前
節
に
お
い
て
、
後
漢
の
三
公
が
ど
の
よ
う
な
官
吏
登
用
法
を
う
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け
た
か
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
次
に
、
彼
ら
が
後
漢
の
吐
舎
に

い
か
な
る
階
層
の
出
身
者
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た

お
い
て
、

し、。
次
の
表
V
は
、
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表V

| ll  
侍 千百

員者公卿石石石室侯族詰

光 120 116 1 1 [ 2 1 3 I 2 [ 2 I [い(1)[5 
明[81 51 1 1 

章 171 51 1 2(1)1 1 1 1 
和 11218[ 1 I 1 41 21 
安 1161 6 1 2(1)1 1 [ I 1 1 
順 11915[ 1 1 1叫 1 1 1 1 11川

桓 122[91州 1 41 1 1 [ 1 1 
盛岡517[州叫刈(川 1 (2)1 11(1)1川

献 [1217[説4111i|1|||111i
計 1151[ 68 114(14)[叫州叫 6[叫 11叫4(2)

)
内
の
数
字
は
有
侍
者
以
外
の
も
の
で
、
附
博
と
か
注

記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
表
は
、
主
と
し
て

表
弔
の
(

父
租
の
官
職
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

項
目
中
、
三
公
以
下
六
百
石
に
い
た
る
ま
で
の
官
に
分
類
さ
れ
た
も

の
の
な
か
に
は
、
あ
と
の
項
目
す
な
わ
ち
宗
室
、
列
侯
、
豪
族
な
ど
の

中
に
も
首
然
ふ
く
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
後
者
の
分
類
は
父
祖
の

官
職
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
あ
げ
る
こ
と
に

し
た
。
官
職
に
つ
い
て
は
父
か
ら
曾
祖
父
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ

ら
の
中
で
到
達
し
た
最
高
の
官
を
も
っ
て
記
入
し
て
い
る
。
二
千
石

は
太
守
・
園
相
・
都
尉
な
ど
を
、
千
石
は
九
卿
の
丞
お
よ
び
大
夫
・

僕
射
な
ど
を
、
六
百
石
は
博
士
・
鯨
令
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
ο

ま

た
不
明
・
其
の
他
と
あ
る
も
の
は
、
俸
に
記
載
の
な
い
も
の
と
か
、

あ
る
い
は
単
に
「
家
貧
し
」
と
か
「
家
業
を
受
く
」
と
い
っ
た
記
載

の
あ
る
も
の
で
、
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一
躍
在
野
無
官
の
も
の
と
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
を
先
ず
項
目
別
に
み
る
と
、
全
睦
的
に
吏
二

千
石
以
上
の
子
弟
が
匪
倒
的
に
多
く
、
ま
た
時
期
別
に
い
え
ば
不
明

や
共
の
他
の
項
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
在
野
無
官
の
も
の
が
し
だ
い

に
減
少
す
る
の
に
反
比
例
し
て
、
高
級
官
僚
の
子
弟
の
進
出
が
顕
著

に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
と
く
に
後
期

の
桓
帝
以
降
に
つ
よ
く
み
ら
れ
、
吏
二
千
石
以
上
の
子
弟
に
宗
室
・

列
侯
・
豪
族
の
子
弟
の
数
を
加
え
る
と
、
桓
帝
の
時
で
は
総
員
三
二



人
に
劃
し
て
一
一
人
の
印
%
を
、

同
じ
く
霊
帝
の
時
に
は
印
%
、
献

帝
の
時
に
な
る
と
買
に
回
%
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

し
か
も

こ
の
表
で
は
有
停
者
以
外
の
出
自
の
判
明
し
な
い
も
の
が
ま
だ
か
な

り
残
さ
れ
て
い
る
か
ら

か
り
に
そ
れ
が
判
明
し
た
と
す
れ
ば
、
更

に
高
卒
を
示
す
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
高
級
官
僚
の
世

襲
化
の
傾
向
、

と
り
わ
け
嘗
時
最
高
の
官
で
あ
る
三
公
の
場
合
に
お

い
て
さ
之
そ
の
子
弟
、
子
孫
が
ま
た
三
公
に
の
ぼ
る
と
い
う
、

わ

ば
三
公
の
世
襲
化
の
傾
向
さ
え
し
だ
い
に
つ
よ
く
な
る
こ
と
は
、

く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
世
三
公
、

四
世
太
尉
を
出
し

た
東
漢
の
名
族
と
稿
さ
れ
る
汝
南
の
亥
氏
、
弘
農
の
楊
氏
は
別
格
と

し
て
も
、
た
と
え
ば
許
敬
と
許
訓
と
許
相
の
三
代
り
ほ
か
李
部
と
李

園
、
劉
慢
と
劉
茂
、
劉
崎
と
劉
寛
、

王
襲
と
王
暢
、
張
散
と
張
延

周
景
と
周
忠
、
科
晶
と
紳
梯
ら
の
父
子
と
か
、
あ
る
い
は
予
睦
と
者
ノ

頭
、
黄
現
と
黄
璃
の
よ
う
な
租
父
と
孫
、

更
に
は
趨
戒
を
祖
父
に
も

つ
趨
謙
と
趨
温
、

張
隅
を
曾
祖
父
と
す
る
張
済
と
張
喜
の
兄
弟
と
い

っ
た
如
く
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
傾
向
は
、
後
漢
後
期
に
な
る
と
む

し
ろ
一
般
的
な
現
象
と
さ
え
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
問
題
を
ふ
り
出
し
に
も
ど
し
、
最
初
に
あ
げ
た
表
E
と
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こ
の
表
V
と
を
封
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
表

は
、
個
々
の
内
容
に
お
い
て
必
ら
ず
し
も
全
部
が
一
致
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
組
じ
て
表

E
よ
り
し
て
先
ず
最
初
に
孝
廉
に
選
拳
さ
れ

る
も
の
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、

ま
た
表
V
か
ら
は
中
央
や

地
方
の
高
官
も
し
く
は
名
家
、
豪
族
の
子
弟
が
し
だ
い
に
多
く
な
る

と
い
う
こ
と
を
み
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
二
つ
の
事
寅
か
ら
し

て
、
後
漢
に
お
け
る
孝
廉
の
被
選
奉
者
は
、

し
だ
い
に
政
治
的
、
世

舎
的
な
有
力
者
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
推
測

と

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
も
は
や
徳
行
と
か
才
能
と
い
っ
た
一
個
の
個
人
の

71 

力
量
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
は
政
治
的

な
権
力
、
あ
る
い
は
世
舎
的
な
勢
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は

ま
た
権
門
勢
家
の
塵
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

し、。

」
の
こ
と
を
更
に
端
的
に
い
え
ば
、
中
央
や
地
方
の
高
級
官
僚

の
子
弟
と
か

ま
た
地
方
の
名
家
豪
族
の
子
弟
は
、

車
に
彼
ら
が
そ

れ
に
つ
な
が
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
孝
廉
選
撃
の
劉

象
と
な
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
が
「
就
」
、

ー寸

不

就
」
に
か
か
わ
ら
ず
孝
廉
に
選
翠
さ
れ
る
と

そ
れ
を
一
つ
の
足
が

か
り
と
し
て
高
級
官
僚
へ
い
た
る
過
程
は
、
既
に
前
節
で
述
べ
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。
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以
上
を
綜
合
す
る
と

孝
廉
の
選
挙
と
い
う
も
の
は
、

一
方
で
は

地
方
の
一豪
族
を
官
僚
と
し
て
中
央
へ
お
く
り
こ
む
の
に
あ
ず
か
つ
て

ま
た
他
方
で
は
後
漢
時
代
の
官
僚

一
つ
の
大
き
な
役
割
を
果
し
た

大
き
な
力
に
な

っ
た
と
同
時
に
、

貴
族
を
形
成
す
る
上
に
お
い
て
も
、

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
孝
廉
の

選
懇
制
度
が
制
定
さ
れ
た
首
初
の
意
圏
、

す
な
わ
ち
世
襲
の
官
僚
と

か
豪
族
な
と
に
よ
る
政
治
の
腐
敗
を
救
う
べ
く

天
下
に
隠
れ
た
人

材
を
登
用
し
て
政
治
の
刷
新
を
は
か
る
と
レ
う
意
固
と
は
全
く
相
い

反
し

か
え

っ
て
官
吏
の
世
襲
化
と
豪
族
の
官
僚
化
を
ま
す
ま
す
促

進
す
る
結
果
と
な

っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
後
漢
時
代
の
官

僚
の
大
部
分
が
孝
阪
と
い
う
古
代
閤
家
の
理
想
的
な
登
用
法
を
う
け

な
が
ら

し
か
も
現
買
の
政
治
の
上
に
は
腐
敗
と
監
落
が
現
れ
て
く

る
の
は
、
孝
康
科
が
官
位
栄
進
の
充
分
保
件
た
り
え
ず
、
そ
の
中
間

に
官
僚
相
互
間
の
私
的
な
闘
係
を
生
み
出
す
府
召
な
ど
を
は
さ
む
こ

と
と
共
に

一つ

に
は
以
上
の
よ
う
な
孝
康
の
選
穆
そ
の
も
の
の
饗

質
に
も
起
因
す
る
も
の
で
あ

っ
て、

い
わ
ば
孝
廉
選
壌
の
任
子
法
的

性
格
化

入
賞
法
的
性
格
化
こ
そ

む
し
ろ
後
漢
時
代
の
孝
際
選
準

制
の
大
き
な
特
徴
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

」
の
場
合
に
お
レ
て
も
、

か
か
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
主
要
な
原
因
は
、

た
と
え
ば
選
翠
が
人

物
本
位
の
他
薦
制
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
と
か

ま
た
選
翠
者

が
郡
園
の
長
官
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
と
い

っ
た
孝
康
の
制
度
そ
の
も

の
に
本
来
的
に
存
在
す
る
制
度
的
紋
陥
と

ま
た
そ
の
絞
陥
を
巧
妙

に
利
用
し
て
行
わ
れ
る
種
々
の
不
正
行
痛
、

し
た
が
っ

て
そ
こ
か
ら

生
れ
て
く
る
選
翠
の
不
信
の
念
な
ど
多
く
の
関
連
的
理
由
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が

」
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

す

ひ

む

以
上
、
後
漢
時
代
の
三
公
を
と
り
あ
げ
、
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そ
の
官
吏
登
用
法
と
出

身
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
と
も
に
、
漢
代
の
代
表
的
な
官
吏
登
用
法

の
一
つ
で
あ
る
孝
肢
の
選
翠
が
、
後
漢
の
官
僚
制
の
中
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
レ
て
述
べ
て
き
た
。
要
約
す

る
と
、
先
ず
登
用
法
に
お
い
て
は
大
多
数
が
最
初
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が

し
か
し
主
と
し
て
定
員
の
な
い
郎
官
の
制
度
に
起
因
し

て
本
来
は
官
吏
昇
進
の
充
分
保
件
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
孝
廉
の
選
翠

が
、
時
代
が
さ
が
る
と
と
も
に
貯
召
と
か
徴
召
と
い

っ
た
複
雑
な
登

用
法
を
鰹
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い

っ
た。

し
か
し
こ
の
際
召

や
徴
召
に
お
レ
て
も
、
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
や
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表VI(三会出身郡図表〉
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は
り
有
利
な
保
件
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
で
は
孝
廉
の
選
挙
は
官
吏

登
用
の
上
の
必
要
保
件
で
あ
っ
た
こ
と
。

ま
た
出
身
に
つ
い
て
は

や
は
り
時
代
が
く
だ
る
と
と
も
に
中
央
や
地
方
の
高
級
官
僚
と
か
名

家
豪
族
の
子
弟
の
進
出
が
頼
著
と
な
り
、

し
か
も
彼
ら
の
多
く
が
最

初
孝
廉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
孝
廉
の
選
翠
が
し

だ
い
に
制
定
首
初
の
意
固
と
は
反
し
、
後
漢
官
僚
の
官
僚
貴
族
化
と

地
方
豪
族
の
政
界
進
出
に
一
つ
の
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
推
測
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
孝
廉
の
選
穆

の
錘
質
は

そ
の
制
度
の
中
に
本
来
的
に
内
在
す
る
制
度
的
飲
陥

と
、
ま
た
そ
れ
に
使
乗
し
て
行
わ
れ
る
種
々
の
不
正
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
た
。

た
だ
は
じ
め
に
も
こ
と
わ
っ
た
如
く
、

限
ら
れ
た
資
料
と
限
定
し

た
硯
野
の
中
で
分
析
し
論
述
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
推
測
が
、

果
し
て

嘗
時
の
一
般
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

更
に
一
層
廉
い
範
園
と
康
い
覗
野
に
立
っ
た
検
討
を
必
要
と
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
後
漢
時
代
の
三
公
が
、
ど
の
よ
う

な
階
層
か
ら
ど
の
よ
う
な
官
吏
登
用
法
を
う
け
て
昇
進
し
た
か
を
知

る
と
と
も
に
、

そ
の
中
で
孝
廉
の
選
懇
が
果
し
た
役
割
の
概
略
に
つ

い
て
も
ひ
と
通
り
の
知
識
を
得
る
と
レ
ぅ
、
首
面
の
目
的
は
一
躍
達

し
た
。
本
稿
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

漢
代
の
選
拳
制
度
と
く

に
孝
廉
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思

う

本
稿
で
は
と
り
あ
げ
る
ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、

@
 

三
公
の
出
身
郡
園
表
(
表
珂
)
を
附
載
し
て
お
く
。

最
後
に
、

註
① 

漢
代
の
孝
療
に
関
す
る
主
要
な
研
究
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

市
村
墳
次
郎
「
後
漢
の
儒
数
経
謬
及
び
孝
康
選
奉
と
士
風
と
の
閥
係
L

(
同
『
支
那
史
研
究
』
所
枚
〉
一
九
三
四
。

演
口
霊
園
「
漢
代
の
孝
肢
と
綴
吏
」
史
筆
雑
誌
五
三
七
、
一
九
四
ニ
。

鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
孝
般
に
つ
い
て
」
史
摩
雑
誌
五
五
七
、
一
九
四

四
。

努
総
「
漠
代
察
挙
制
度
考
」
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
一
七
、

一
九
四
八
。

殿
耕
笠
「
秦
漢
郎
吏
制
度
考
」
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
二

三
上
、
一
九
五
一
。

漢
代
三
公
の
組
織
と
機
構
に
つ
い
て
は
、
周
道
済
氏
の
「
漢
代
宰
相
綴

閥
」
(
大
陸
雑
誌
一
九

l
一
て
一
九
五
九
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

三
公
を
代
行
し
た
も
の
が
数
人
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
ら
は
省
略
し
た
。

梁
鮪
と
次
の
罪
勤
の
三
公
就
任
の
時
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
延
卒
元
年
(
一

O
六
〉
正
月
と
六
月
で
、
と
も
に
務
・
恰
の
時
に
あ
た
る
が
、
務
帝
の
在

位
期
間
は
わ
ず
か
八
ヶ
月
の
た
め
、
便
宜
上
安
帝
期
の
中
に
分
類
し

-74 -

① ③①  



320 

③ 

た李
固
の
就
任
は
沖
帝
の
建
康
元
年
(
一
四
四
)
八
月
で
あ
り
、
次
の
裳

湯
は
本
初
元
年
ハ
一
四
六
〉
閏
六
月
で
巌
密
に
は
桓
帝
の
卸
位
以
前
、

質
帝
の
時
期
に
笛
る
が
、
沖
帝
・
賀
帝
の
期
闘
を
合
し
て
も
一
年
一

0

ヶ
月
で
あ
る
た
め
、
便
宜
上
桓
帝
期
の
中
に
分
類
し
た
。

、

功
次
に
つ
い
て
は
大
庭
僑
氏
の
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
に

つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
一
二
三
、
一
九
五
三
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

江
幡
其
一
郎
氏
前
掲
論
文
お
よ
び
宮
崎
市
定
氏
『
九
品
官
人
法
の
研

究
』
第
二
編
第
一
章
参
照
。

註
①
参
照
。

川
刊
に
み
ら
れ
る
就
官
の
拒
絶
と
伺
に
み
ら
れ
る
去
官
に
つ
い
て
は
、
最

近
に
鈴
木
啓
造
氏
の
「
後
漢
に
お
け
る
就
官
の
拒
絶
と
棄
官
に
つ
い

て
」
ハ
中
国
古
代
史
研
究
曾
編
『
中
園
古
代
史
研
究
』
第
二
所
枚
、
一

九
六
五
)
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。

後
漢
書
列
停
三
一
寒
朗
侍
。
寒
朗
字
伯
奇
。
魯
園
醇
人
也
。
:
;
:
及
長

好
経
由
学
。
博
通
書
待
。
以
尚
書
教
授
。
摩
孝
康
。
以
謁
者
守
侍
御

史
。
・
・
・
菟
官
。
復
血
苧
孝
康
。

個
々
の
列
停
に
み
ら
れ
る
登
用
の
ケ

l
ス
が
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
ま

た
繁
雑
を
き
わ
め
て
い
る
た
め
、

ζ

の
表
が
完
全
な
も
の
だ
と
は
い
え

な
い
。
し
か
し
以
下
の
よ
う
な
原
則
の
も
と
に
数
聞
に
亘
っ
て
整
理
し

精
確
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
刊
の
「
不
就
」
に
お
い
て
は
、
い
く

つ
も
の
登
用
を
拒
絶
し
た
場
合
は
最
初
の
も
の
を
採
用
し
た
。
た
と
え

ば
場
彪
の
「
初
事
孝
康
。
州
皐
茂
才
。
酵
公
府
。
皆
不
慮
」
と
い
う
場

合
で
あ
れ
ば
、
孝
康
で
だ
し
た
。
伺
の
「
去
官
L

「
菟
官
L

に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
そ
の
あ
と
の
登
用
法
の
制
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
の

⑤ ⑦ ①③  ⑬ ⑪ 

⑫ 

み
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
去
官
」
「
菟
宮
」

の
あ
と
で
議
郎
の
宮
に
奔
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
徴
召
と
し

て
扱
っ
た
。
註
⑫
参
照
。

徴
召
と
孝
厳
で
ほ
と
ん
ど
例
外
的
に
み
ら
れ
る
と
の
唯
一
の
例
は
萄
爽

で
あ
る
。
省
爽
は
先
ず
徴
命
を
拒
絶
し
、
つ
い
で
至
孝
に
あ
げ
ら
れ
て

郎
中
を
奔
し
、
棄
官
し
て
再
び
徴
召
に
感
じ
て
い
る
。
徴
召
を
拒
紹
す

る
例
は
列
俸
の
中
に
多
見
す
る
が
、
徴
召
を
拒
紹
し
て
選
患
に
感
じ
た

例
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。

五
井
直
弘
氏
前
掲
論
文
。

註
①
参
照
。

漢
書
百
官
公
卿
表
上
。
郎
中
令
。
:
:
:
郎
掌
守
門
戸
。
出
充
車
騎
。
有

議
郎
中
郎
侍
郎
郎
中
。
皆
無
員
。
多
至
千
人
。
議
郎
中
郎
秩
比
六
百

石
。
侍
郎
比
四
百
石
。
郎
中
比
三
百
石
。

綾
漢
書
百
富
士
山
。

〔
光
線
融
制
〕
五
宮
中
郎
勝
。

:
・
五
宮
中
郎
比
六
百

石
。
本
注
目
無
員
。
五
官
侍
郎
比
四
百
石
。
本
注
目
無
員
。
五
官
郎

中
比
三
百
石
。
本
注
目
無
員
。
凡
郎
官
皆
主
更
直
執
戟
。
宿
術
諮
殿

門
。
出
充
車
騎
。
唯
議
郎
不
在
直
中
。

殿
耕
望
氏
前
掲
論
文
参
照
。

光
隊
勅
の
茂
才
、
四
行
に
お
い
て
も
功
次
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
後
漢

書
列
侍
五
一
黄
碗
停
に

奮
制
。
先
株
翠
茂
才
四
行
。
以
高
功
久
次
才
徳
尤
異
者
。
震
茂
才
四
行
。

井
』
み
の
ヲ
hv

。

市
村
潰
次
郎
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。
あ
る
い
は
濁
夫
論
島
恒
三
賀
貢
第
、

通
奥
谷
一
三
の
注
に
も
同
じ
よ
う
な
数
字
が
で
て
い
る
。

漢
官
(
孫
星
術
弱
、
漢
官
七
種
本
)
に
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太
侍
長
史
一
人
。
秩
千
石
。
嫁
廊
二
十
四
人
。
令
史
御
属
二
十
二
人
。

と
あ
る
。
ま
た
漢
官
に
よ
れ
ば
「
司
徒
擦
属
三
十
人
、
司
空
嫁
廊
三
十

四
人
」
と
み
え
て
い
る
。

拙
相
瑚
明
書
百
官
志
。
将
軍
。
:・

'長
史
司
馬
留
一
人
。
従
事
中
郎
二
人
。

嫁
溺
二
十
九
人
。
令
史
及
御
廊
三
十
一
人
。
本
注
目
。
此
皆
府
員
職

也
。

後
漢
書
列
仰
一

O
銚
期
待
の
李
賢
の
注
に
も

漢
官
曲
四
日
。
東
西
宮
後
比
四
百
石
。
険
機
比
三
百
石
。

と
あ
る
。

後
漢
書
列
仰
三
六
陳
筒
待
。
寵
少
尽
州
郡
吏
。
附
叶
司
徒
飽
日
立
府
。
是
時

三
府
嫁
印
刷
専
尚
交
遊
。
以
不
常
現
場
然
高
。
筒
常
非
之
。
濁
動
心
物

務
。
敏
内
川
口
比
隙
前
世
便
宜
。
申
穴
高
其
能
。
川
判
然
僻
曲
。
・

e
=一
造
崩

宗
初
骨
川
尚
」
針
。

五
井
一
向
弘
氏
前
掲
論
文
参
同
問
。

な
お
砕
召
に
つ
い
て
は
大
庭
術
氏
よ
り
多
く
の
御
教
師
伐
を
い
た
だ
い

た
。
乙
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

三
公
の
中
で
は
先
に
引
用
し
た
質
種
や
陳
蕃
の
例
に
み
ら
れ
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
は

後
漢
詩
列
侍
六
一
皇
甫
山
倒
。
出
;
:
初
血
平
孝
燦
茂
才
。
太
尉
陳
蕃
大

将
軍
咽
阿
武
述
降
。
並
不
到
。

鐙
帝
公
市
中
徴
。
得
議
郎
。
濯
北
地
太

守。

後
漢
郡
列
仰
四
四
国
側
彪
附
問
。
彪
・
;
:
初
摩
孝
版
。
州
製
茂
才

P

醇
公

府
。
並
不
態
。
烈
卒
中
。
以
博
期
間
帯
問
問
。
公
車
徴
。
奔
議
郎
。
遜
侍

中
京
兆
苦
ノ。

後
漢
書
列
縛
四
六
紳
晶
画
体
。
器
・
・
:
懇
孝
際
。
野
太
尉
府
。
血
争
高
第
。

@ @ @ @ 

@ 

順
帝
末
矯
侍
御
史
。
・
:
坐
事
菟
筋
。
後
司
隷
校
尉
翠
希
賢
良
方
正
。

不
態
。
徴
奔
議
郎
。
遜
南
郡
太
守
。

後
漢
書
列
体
五
一
資
筑
仰
。
臨時

・・

以
公
孫
奔
章
子
郎
。
僻
病
不
就
。

。
光
和
米
太
尉
錫
賜
上
書
。

桶
川
碗
有
援
飢
之
才
。
由
是
徴
奔
議

郎
。
摺
骨
川
訓
円
州
刺
史
。
濯
侍
中
。
中
卒
初
出
尽
右
扶
風
。

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
三
公
以
外
で
は
、
た
と
え
ば

後
漢
書
列
山
内
二
九
淳
子
恭
得
。
建
初
元
年
。
新
宗
下
前
。
美
恭
一
系
行
。

告
郡
賜
崩
二
十
匹
。
遺
詣
公
車
。
除
骨
川
議
郎
。
遜
侍
中
騎
都
尉
。

後
漢
書
列
仰
五
七
宗
慈
体
。
慈
・
・
血
市
孝
版
。
九
時
公
府
。
有
道
徴
。

不
就
。
後
矯
術
武
令
。
・
・
・
途
棄
官
去
。
徴
奔
議
郎
。
未
到
道
疾

卒。

後
漢
書
列
仰
五
七
孔
川
北
川川
。
星
少
習
家
周
平
。

大
将
軍
梁
災
時
。
不
思
。

太
尉
怨
方
正
。
封
策
不
合
。
乃
僻
病
去
。
・
・
盤
帝
即
位
。
公
事

徴
。
奔
議
郎
。
補
洛
陽
令
。

な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
も
乙
の
徴
召
か
ら
議
郎
と
い
う
ケ
ー

ス
は
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
し
だ
い
に
多
く
な
っ
て
く
る
傾
向
に
あ

る
が
、
こ
れ
は
孝
燦
な
ど
の
選
恕
も
ふ
く
め
た
後
漢
の
郎
官
の
制
度
か

ら
も
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

摘
刷
漢
書
百
官
志
。
光
敵
大
夫
比
二
千
石
。
本
注
日
。
無
員
。
凡
大
夫
議

郎
。
皆
掌
顧
問
態
封
。

特
殊
な
場
合
で
あ
る
が
、
賢
良
方
正
に
あ
げ
ら
れ
封
策
下
第
で
郎
中
に

除
せ
ら
れ
た
も
の
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

後
漢
書
列
仰
五
五
皇
甫
規
山
伸
。
沖
質
之
問
。
梁
太
后
臨
朝
。
規
加
申
賢
良

方
正
。
封
策
日
。
:
;
:
梁
紫
念
其
刺
己
。
以
規
箆
下
策
。
奔
郎
中
。

な
お
前
漢
で
は
賢
良
方
正
に
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
多
く
は
豚
令
に
術
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せ
ら
れ
て
い
る
。

註
@
参
照
。

畳
用
か
ら
三
公
に
至
る
ま
で
の
年
激
は
、
同
時
に
三
公
就
任
時
の
年
令

と
も
関
係
し
て
く
る
。

ζ

の
年
令
の
剣
明
す
る
も
の
は
、
凡
そ
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
長
印
を
付
し
た
も
の
は
概
数
，を
し
め
す
。

光
武
閣
制
禁
茂
六
九
百
情
動
五
七
越
惹
五
五
由
貿
十
融
五
三

t

郡
高
二
四

明
帝
期
郭
丹
八
五
伏
恭
六
七
飽
長
義
六
四

章
帝
期
第
五
倫
後
七
五

和
帝
期
魯
恭
六
九

安
帝
期
楊
震
六
七

順
帝
期
張
陪
七
七
胡
度
五
三

桓
帝
期
楊
乗
七
一
賞
理
六
六
科
嵩
五
九
李
国
五
二

霊
帝
期
陳
球
六
二
橋
玄
五
九
劉
寛
五
七

献
帝
期
萄
爽
六
二
王
允
五
四
賀
碗
四
九
楊
彪
四
八

光
武
期
に
非
常
に
年
令
が
低
い
の
は
後
漢
王
朝
初
期
の
事
情
に
よ
る
・
も

の
で
あ
る
が
、
乙
れ
を
除
く
と
大
種
明
帝
章
帝
頃
を
頂
鮎
と
し
て
以

後
、
後
期
に
か
け
て
し
だ
い
に
年
令
が
低
く
な
っ
て
く
る
傾
向
に
あ
る

と
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
桓
帝
以
降
に
な
る
と
、
五

O
代
、
四
O
代
の

三
公
が
出
現
し
て
い
る
。

ζ

れ
は
一
つ
に
は
登
用
を
う
け
る
年
令
が
わ

か
く
な
っ
て
き
た
ζ

と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
登
用
そ
の
も
の

に
お
い
て
も
、
野
召
と
か
徴
召
と
い
っ
た
有
利
な
澄
用
法
を
遁
用
一さ
れ
.

た
こ
と
に
も
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
奮
儀
容
上
(
孫
星
ー街
穂
、
漢
官
七
種
本
〉
に
次
の
よ
玉
な
記
事
が
あ

る。

⑧ 

(
上
略
)
丞
栂
設
四
十一
科
之
腰
。
以
博
一
選
異
'徳
名
士
。
:
:

第
一
科
目
徳

符
高
妙
。
志
節
貞
白
。
二
科
目
拳
通
行
修
。
経
中
博
士
。
三
科
目
明

瞬
法
令
。
足
以
決
疑
。
能
祭
章
覆
問
。
文
中
御
史
。
四
科
目
剛
毅
多

略
。
遁
事
不
感
。
明
足
以
照
姦
。
勇
足
以
決
断
。
才
任
三
輔
劇
令
。

皆
試
以
能
信
。
然
後
宮
之
。
第
一
科
補
西
曹
・
南
閣
・
祭
酒
。
二
科

補
議
曹
。
三
科
補
四
辞
・
八
奏
。
四
科
補
賊
決
。

⑮
後
漢
書
列
停
四
四
楊
震
停
。

⑧
後
漢
書
列
樽
四
一
陳
調
停
。

⑧
F

選
皐
の
不
正
に
つ
い
て
は
、
楊
聯
陸
氏
の
「
東
漢
的
豪
族
」
(
清
撃
事

報
一
一
|
四
、
一
九
一
二
六
〉
お
よ
び
市
村
増
次
郎
氏
前
掲
論
文
を
参
照
。

ζ

の
表
に
よ
る
と
、
南
陽
の
一
九
人
を
筆
頭
に
以
下
汝
南
一
四
人
、
補

一
一
人
、
河
南
一

O
人
、
額
川
、
京
兆
、
弘
農
各
七
人
の
順
に
な
り
、

と
く
に
南
陽
出
身
者
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
南
陽
は
い
う
ま
で

も
な
く
光
武
帝
の
出
身
地
で
あ
り
、
そ
の
地
の
人
が
多
く
官
僚
に
と
り

た
て
ら
れ
た
ζ

と
は
、
次
の
郭
仮
の
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

後
漢
書
列
停
二
一
一
部
仮
侍
。
依
言
。
選
補
島
県
職
。
首
簡
天
下
賢
俊
。
不

宣
専
用
南
陽
人
。

ま
た
市
村
靖
次
郎
民
前
掲
論
文
で
は
、
郡
闘
の
人
口
か
ら
毎
年
選
翠
き

れ
る
孝
康
の
定
員
を
制
割
り
出
し
、
と
く
に
南
陽
、
汝
南
、
頴
川
に
多
い

こ
と
か
ら
此
ら
の
地
方
か
ら
人
材
が
で
た
の
は
孝
康
の
選
単
に
よ
る
と

さ
れ
た
。

⑧ 
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